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平成１９年３月１３日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１９年 第１３００号 不正競争行為差止等請求事件（ワ）

平成１９年３月１日口頭弁論終結

判 決

東京都港区＜以下略＞

原 告 株 式 会 社 電 通

訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二

同 井 上 義 隆

補 佐 人 弁 理 士 中 村 仁

東京都中央区＜以下略＞

被 告 Ａ

主 文

１ 被告は 「ｄｅｎｔｓｕ」の文字を含むドメイン名又は別紙ドメイン名目録記，

載のドメイン名を取得し，保有し，又は，使用してはならない。

２ 被告は，別紙ドメイン名目録記載のドメイン名の登録抹消申請手続をせよ。

３ 被告は，原告に対し，５０万円及びこれに対する平成１９年２月１日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４ 原告のその余の請求を棄却する。

５ 訴訟費用は，これを４分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担と

する。

６ この判決は，第１項ないし第３項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 原告の請求

１ 主文第１項及び第２項と同旨

２ 被告は，原告に対し，２００万円及びこれに対する平成１９年２月１日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
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第２ 当事者の主張

１ 原告

( ) 原告の業務に係る商号，商標1

原告は，商号を「株式会社電通 （英文社名「ＤＥＮＴＳＵ ＩＮＣ 。」 ．」

以下，まとめて「原告商号」という ）を有し（甲１ 「ＤＥＮＴＳＵ」又。 ），

「 」 （ 「 」 。）は ｄｅｎｔｓｕ の文字部分を含む登録商標 以下 原告商標 という

を多数有しており（甲９，１０，１１の各枝番 ，これらの中には「ｄｅｎ）

ｔｓｕ」のロゴからなる商標（甲１０の２）や「ＤＥＮＴＳＵ」の文字のみ

からなる商標が存在する。

( ) 被告によるドメイン名の取得及び保有2

被告は，平成１８年１１月２１日，別紙ドメイン名目録記載の八つのドメ

イン名（以下，それぞれを「本件ドメイン名１」などといい，本件ドメイン

名１ないし本件ドメイン名８を併せて「本件各ドメイン名」という ）の登。

録を行い，本件各ドメイン名を使用する権利を取得し，その後，本件各ドメ

イン名を保有している（甲５の各枝番 。）

( ) 原告商号及び原告商標と本件各ドメイン名の類似性3

原告商号の要部は 「電通 「ＤＥＮＴＳＵ」の文字部分である。また，， 」，

原告商標の中には ｄｅｎｔｓｕ のロゴからなる商標 甲１０の２ や Ｄ「 」 （ ） 「

ＥＮＴＳＵ」の文字のみからなる商標が存在する。

本件各ドメイン名は 「ｄｅｎｔｓｕ」の文字部分とそれ以外の文字部分，

から構成されるところ 「ｄｅｎｔｓｕ」を除く文字部分は多くのドメイン，

名に共通するものであり，出所識別機能を有するものではないから，本件各

ドメイン名の要部は「ｄｅｎｔｓｕ」部分である。

原告商号，原告商標及び本件各ドメイン名の要部は，いずれも称呼が「デ

ンツウ」であって同一である。また，原告商標と本件各ドメイン名は要部に

おいて外観が酷似している。原告商号と本件各ドメイン名の各要部はローマ
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字の大文字表記であるかローマ字の小文字表記であるかという多少の差異は

認められるものの，大文字表記か小文字表記かの差異が識別力の相違をもた

， 。らすものではないから 原告商号と本件各ドメイン名は外観が類似している

したがって，本件各ドメイン名と原告商号及び原告商標は同一ないし少な

くとも類似している。

( ) 不正の利益を得る目的4

ア 被告は，原告に対し，平成１８年１２月１日付け電子メール（甲１３）

にて，本件各ドメイン名を１０億円以上の金員にて買い受けるよう通告し

てきた（甲７。以下，同文書を「甲７文書」という 。。）

イ 被告が本件各ドメイン名の登録に要した費用はわずか４万６９９８円に

すぎない（甲８，１４ 。）

ウ 被告は，原告に対し，本件各ドメイン登録ないし維持に要した費用を大

幅に超過した上記譲渡代金（１０億円以上）を提示しており，本件各ドメ

イン名を不当に高額な値段で転売する目的，つまり，不正の利益を得る目

的で有していることは明らかである。

( ) 営業上の利益を侵害するおそれ5

ア ドメインを取得した場合には，サーバーを用意することにより，当該ド

メイン名をアドレスとするホームページを容易に開設することができる

（甲１９ 。）

イ したがって，被告が本件各ドメイン名を保有することは，本件ドメイン

名をアドレスとするホームページを開設することを可能とするものであ

り，これにより，原告の営業上の利益を侵害する高度の蓋然性が認められ

る。

( ) 以上から，被告が本件各ドメイン名を取得し，保有する行為は，不正競争6

防止法２条１項１２号の定める不正競争行為に該当し，原告は，当該不正競

争行為によって営業上の利益を侵害されるおそれがある。
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( ) 損害の額7

本件訴訟の提起及び遂行には，原告訴訟代理人及び補佐人に依頼すること

が不可避であり，そのための費用としては２００万円が相当である。同費用

は，被告の上記不正競争行為に起因し，被告の不正競争行為は，故意又は少

なくとも過失に基づくものであり，同費用は，被告の不正競争行為と相当因

果関係がある損害である。

２ 被告

被告が本件各ドメイン名を取得，保有している事実は認めるが，原告のその

余の主張は争う。甲７文書は，脅迫する趣旨ではない。ドメイン名を取得，保

有することは悪いことではない。

第３ 当裁判所の判断

（ ， ， ， ， ， ，１ 証拠 甲１ ２ ５の１ないし８ ６の１・２ ７ ９ないし１１の各枝番

１２ないし１９）によれば，前記第２，１( )，( )，( )ア及び( )アの事実が1 2 4 5

認められる。

２ 本件各ドメイン名が原告商標ないし原告商号と類似するといえるか。

本件各ドメイン名は 「ｄｅｎｔｓｕ」の文字部分に「．ｖｃ 「．ｂｅ ，， 」， 」

「．ｓｃ 「．ｂｉｚ 「．ｏｒｇ 「．ｍｅ．ｕｋ 「．ｏｒｇ．ｕｋ」」， 」， 」， 」，

又は「．ｂｚ」を組み合せたものである 「ｄｅｎｔｓｕ」の文字部分に付加。

された上記文字部分は，多くのドメイン名に共通して用いられるもので，国別

トップレベルドメイン（ｃｃＴＬＤ）や，これに個人利用，非営利団体利用等

（ ），の属性を付与したドメイン等を示す部分であるから 甲８及び弁論の全趣旨

出所を表示する機能を有する部分は 「ｄｅｎｔｓｕ」の文字部分である。し，

たがって，本件各ドメイン名の要部は「ｄｅｎｔｓｕ」の文字部分である。

原告商標として主張されている商標には，標準文字で「ＤＥＮＴＳＵ」と表

記するものがある（商標登録第４６１９８１２号，商標登録第４６８２９７２

号，商標登録第４７１０７０３号，商標登録第４７２７３８１号。以下，これ
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らをまとめて「本件商標」という。甲１１の各枝番 。）

本件商標と本件各ドメイン名は，称呼がいずれも「デンツー」であり，原告

を想起させるものであるから観念も同一である。本件商標と本件各ドメイン名

は，外観において，本件商標が大文字のローマ字表記であり，本件各ドメイン

名が小文字のローマ字表記であるという点で違いがあるものの，いずれも装飾

の施されていないローマ字であり，構成文字が全く同一であるから，外観も類

似している。

したがって，本件各ドメイン名は本件商標に類似する。

また，原告商号の要部は 「電通 「ＤＥＮＴＳＵ」の文字部分であり，本， 」，

件各ドメイン名の要部である「ｄｅｎｔｓｕ」とは，その称呼，観念において

同一であり，類似することは明らかである。

３ 証拠（甲５の各枝番及び甲８）によれば，被告が本件各ドメイン名の登録に

要した費用は，本件ドメイン名１について６６１５円，本件ドメイン名２につ

いて５６７０円，本件ドメイン名３について６６１５円，本件ドメイン名４に

ついて１万０３３２円（３４４４円の３年分 ，本件ドメイン名５について１）

万１９７０円（３９９０円の３年分 ，本件ドメイン名６について７４９６円）

（３７４８円の２年分 ，本件ドメイン名７について７４９６円（３７４８円）

）， （ ）の２年分 本件ドメイン名８について１万１３４０円 ５６７０円の２年分

の合計６万７５３４円であったと認められる。

４ 前記１ないし３の認定事実によれば，被告は，不正の利益を得る目的で，原

告商号及び原告の商標と類似する本件各ドメイン名を使用する権利を取得し，

保有しているといえるから，被告の行為は不正競争防止法２条１項１２号の不

正競争行為に当たる。また，被告のかかる不正競争行為によって原告は，営業

上の利益を侵害されるおそれがあると認められる。

よって，原告は，被告に対し 「ｄｅｎｔｓｕ」の文字を含むドメイン名又，

， ， ，は本件各ドメイン名の取得 保有及び使用の差止めという不作為の請求 及び



- 6 -

別紙ドメイン名目録記載のドメイン名の登録抹消申請手続という作為の請求を

することができる（同法３条１項，２項 。）

５ 損害の額

前記認定の事実及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告が本件各ドメイン

名を取得して原告に対して本件各ドメイン名を１０億円以上の金員にて買い受

けるよう通告してきたため，原告訴訟代理人弁護士らに対して本件訴えの提起

を依頼したことが認められる。

原告の請求の内容，本件事案の性質，訴訟追行の難易度等を考慮すれば，弁

護士及び弁理士に本件訴え提起を依頼する費用として，５０万円が被告の行為

と相当因果関係のある損害と認められる。

第４ 結論

よって，原告の請求は，被告に対し 「ｄｅｎｔｓｕ」の文字を含むドメイ，

ン名又は本件各ドメイン名を取得，保有及び使用の差止め，本件各ドメイン名

の登録抹消申請手続並びに損害賠償金５０万円及びこれに対する平成１９年２

月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由が

あるから認容し，その余は理由がないから棄却し，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第４６部

一裁判長裁判官 設 樂 隆

裁判官 古 河 謙 一
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吉 川 泉裁判官
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別紙

ドメイン名目録

１ ｄｅｎｔｓｕ．ｖｃ

２ ｄｅｎｔｓｕ．ｂｅ

３ ｄｅｎｔｓｕ．ｓｃ

４ ｄｅｎｔｓｕ．ｂｉｚ

５ ｄｅｎｔｓｕ．ｏｒｇ

６ ｄｅｎｔｓｕ．ｍｅ．ｕｋ

７ ｄｅｎｔｓｕ．ｏｒｇ．ｕｋ

８ ｄｅｎｔｓｕ．ｂｚ


